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協議第１５号資料 
 
 
 

「「条条例例・・規規則則等等のの取取扱扱いいににつついいてて」」にに関関すするる資資料料  

 
 
 

 条 例 ・ 規 則 等 の 数 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ２ 
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１　条例・規則等数 １　条例 ２３３本 １　条例 １３７本
２　規則 ２８２本 ２　規則 １３３本
３　規程等 １６５本 ３　規程等 １６４本

（平成１６年４月１日現在） （平成１６年４月１日現在）

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 1４　条例・規則等の取扱い 部　 会 　名 総　　務

分　　　　類 条例・規則等の数

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　川　　　　　　　町

　条例・規則等については、高松市の条
例・規則等を適用する。
　ただし、行政制度等の調整結果を踏ま
え、条例・規則等の制定、一部改正等を行
うものとする。

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案



- 3 - 

協議第１６号資料 
 
 
 

「「生生活活保保護護事事業業ににつついいてて」」にに関関すするる資資料料  

 
 
 

 生 活 保 護 制 度 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ４ 

 行 旅 病 人 等 取 扱 事 務 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ５ 

 ホ ー ム レ ス 自 立 支 援 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ６ 
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１　級地区分 　２級地の１ 　３級地の２

２　実施機関 　高松市福祉事務所  香川県東讃保健福祉事務所

３　被保護世帯数 　３，１６７世帯（平成１６年４月１日現在） 　４８世帯（平成１６年４月１日現在）

４　被保護人員 　５，０４１人（平成１６年４月１日現在） 　７３人（平成１６年４月１日現在）

５　保護基準 　標準３人世帯の場合の基準額（平成１６年度） 　標準３人世帯の場合の基準額（平成１６年度）
　　・３３歳男、２９歳女、４歳子 　　・３３歳男、２９歳女、４歳子

生活扶助 １４５，７５０円 生活扶助 １２４，１５０円
住宅扶助 　１３，０００円 住宅扶助 　　８，０００円
児童養育加算　　５，０００円 児童養育加算　　５，０００円

計 １６３，７５０円 計 １３７，１５０円

６　保護の種類 　高松市と同じ。
　高松市の制度に統一する。

　生活扶助、教育扶助、住宅扶助、介護扶助、医療
扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 生活保護制度

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　川　　　　　　　町

　高松市の級地区分を適用するとともに、実施
機関を香川県から高松市に移行する。

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－８　生活保護事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

　保護の基準区分である級地及び実施機関が
異なっている。
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１　急迫医療取扱 　高松市と同じ。
　　（行旅病人）

２　遺体取扱（行旅 　高松市と同じ。
　　死亡人）

　高松市の制度に統一する。

３　交通費・回数券 　該当なし。
　　等の支給

　高松市の制度に統一する。

　行旅中に死亡し、引取者がない場合や住所・居
所・氏名が知れず引取者がない死亡人の場合は当
該死亡人の所在地の市町村が葬祭し、葬祭費として
一時繰替支弁を行う。

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－８　生活保護事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

　行旅中に、事故又は過失等により行旅の目的が達
せられず、不測の困難に陥り、本市に救護を求めて
きた者について、必要最小限の範囲で交通費等を
貸与する。

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 行旅病人等取扱事務事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　川　　　　　　　町

　香川町においては、交通費・回数券等を
支給していない。

　行旅中の病気等により、歩行が困難で療養の途が
なく、かつ救護する者がいない場合に、当該病人の
所在地の市町村が救護し、急迫医療費として一時繰
替支弁を行う。
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２４－８　生活保護事業

１　医療費の支給 　該当なし。

　高松市の制度を適用する。

　高松市の制度を適用する。

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 ホームレス自立支援事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　川　　　　　　　町

　香川町においては、ホームレスに対する
医療費を支給していない。

　栄養や健康状態が著しく悪化しているホームレスに
対し、安全衛生上、真に必要と認める場合に限り、緊
急一時的な措置として病院での医療費を支給する。

問　　題　　点　　・　　課　　題

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 部　 会 　名 健　康　福　祉
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協議第１７号資料 
 
 
 

「「地地方方税税のの取取扱扱いいににつついいてて」」にに関関すするる資資料料  

 
 
 

 個 人 市 ・ 町 民 税 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ８ 

 法 人 市 ・ 町 民 税 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ９ 

 固 定 資 産 税 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １０ 

 軽 自 動 車 税 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １１ 

 市 ・ 町 た ば こ 税 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １２ 

 特 別 土 地 保 有 税 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １３ 

 入 湯 税 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １４ 

 事 業 所 税 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １５ 

 納 税 関 係 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １６ 
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①１月１日現在、市内に住所を有する個人 ①高松市と同じ。
　　 ……均等割＋所得割
②１月１日現在、市内に事務所、事業所又は家屋敷 ②高松市と同じ。
　を有する個人で、市内に住所を有しないもの
　 ……均等割
①税率（標準税率） ①高松市と同じ。

市民税　３，０００円
県民税　１，０００円

②非課税基準 ②非課税基準
控除対象配偶者及び扶養親族の数に１を加え 控除対象配偶者及び扶養親族の数に１を加え
た数×３１５，０００円＋１９８，０００円 た数×２８０，０００円＋１７６，０００円

①税率（標準税率） ①高松市と同じ。
　　・２００万円以下の金額　　　　３％
　　・２００万円を超える金額　　　８％
　　・７００万円を超える金額　　 １０％
②非課税基準 ②高松市と同じ。

控除対象配偶者及び扶養親族の数に１を加え
た数×３５０，０００円＋３５０，０００円

・個人申告書……３月１５日 　高松市と同じ。

・普通徴収 ・普通徴収
　　第１期　　６月１日から６月３０日まで 　　第１期　　６月１日から６月３０日まで
　　第２期　　８月１日から８月３１日まで 　　第２期　　８月１日から８月３１日まで
　　第３期　　１０月１日から１０月３１日まで 　　第３期　　１０月１日から１０月３１日まで
　　第４期　　１２月１日から１２月３１日まで 　　第４期　　１月１日から１月３１日まで
・特別徴収 ・特別徴収
　　毎月（６月～翌年５月） 　　高松市と同じ。

５　納期

調　　　　　　整　　　　　　案

対　　　　　　応　　　　　　策

２　均等割

３　所得割

高　　　　　　　松　　　　　　　市

４　申告書提出
　　期限

１　納税義務者

・均等割の非課税基準が異なっている。
・納期（普通徴収の第４期）が異なっている。

香　　　　　　　川　　　　　　　町項　　　　目

行政制度等現況調書・調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

９　地方税の取扱い

個人市・町民税

部　 会 　名 企画財政協 定 項 目

分　　　　類

問　　題　　点　　・　　課　　題

　高松市の制度に統一する。
　ただし、均等割の非課税基準及び納期につ
いては、合併年度は現行のとおりとし、合併年
度の翌年度から高松市の制度に統一する。

　
　

　均等割の非課税基準及び納期について
は、合併年度は現行のとおりとし、合併年度
の翌年度から高松市の制度に統一する。
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①市内に事務所又は事業所を有する法人 ①高松市と同じ。
　……均等割＋法人税割
②市内に寮、宿泊所、その他これらに類する施設を有す ②高松市と同じ。
　 る法人で、市内に事務所又は事業所を有しないもの
……均等割

③市内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない ③高松市と同じ。
　 社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの
……均等割（収益事業を行うものは均等割＋法
　　　人税割）

①均等割（制限税率） （単位：千円） ①均等割（標準税率） （単位：千円）

５０人以下 ５０人を超える ５０人以下 ５０人を超える
５０億円を超える ５０億円を超える
１０億円を超え５０億円以下 １０億円を超え５０億円以下
１億円を超え１０億円以下 １億円を超え１０億円以下
１千万円を超え１億円以下 １千万円を超え１億円以下
１千万円以下 １千万円以下
上記以外の法人等 上記以外の法人等

②法人税割（制限税率） ②法人税割（標準税率）
　法人税額の１４．７％ 　法人税額の１２．３％

①中間申告 ①高松市と同じ。
 事業年度開始の日以後、６月を経過した日から
２月以内

②確定申告 ②高松市と同じ。
事業年度終了の日の翌日から２月以内

③均等割法人 ③高松市と同じ。
４月３０日

５０

　税率（均等割、法人税割）が異なって
いる。

　香川町地域の税率（均等割、法人税
割）については、合併年度及びこれに
続く３年度に限り、現行のとおりとする。

３，０００
１，７５０
４００
１５０

６０

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ９　地方税の取扱い 部　 会 　名 企画財政

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

従業者数

１５６

分　　　　類 法人市・町民税

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

資本等の金額

１　納税義務者

２　税率

項　　　　目 香　　　　　　　川　　　　　　　町高　　　　　　　松　　　　　　　市

１８０

　高松市の制度に統一する。
　ただし、合併年度及びこれに続く３年
度に限り、不均一課税を実施する。

３　申告納付期限

資本等の金額

６０

従業者数

調　　　　　　整　　　　　　案

４９２
４９２
１９２

１２０１４４

４１０
４１０
１６０
１３０
５０

３，６００
２，１００
４８０
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１　納税義務者 １月１日現在での土地、家屋及び償却資産の所有者 　高松市と同じ。
・土地、家屋については、基準年度（３年ごと）に評価 　高松市と同じ。
　替え（※土地は価格修正の特例あり）
・住宅用地の課税標準の特例

２００㎡を超えるもの　　評価額の３分の１
小規模住宅用地（２００㎡以下）
　　　　　　　　　　　　　評価額の６分の１

・賦課期日における価格（償却資産）
１００分の１．４（標準税率） 　高松市と同じ。
※都市再開発法に係る耐火建築物は１００分の１．１２ 　※は適用していない。
・土地　　３０万円未満 　高松市と同じ。
・家屋　　２０万円未満
・償却資産　　１５０万円未満
土地 土地
　・宅地　　　　　市街地宅地評価法（路線価方式） 　高松市と同じ。
                      その他の宅地評価法（標準宅地比準方式）
　・一般農地　　標準地比準方式　
　・一般山林　　標準地比準方式
　・原野　　　　　近傍地比準方式
　・雑種地 　　　近傍地比準方式

家屋 家屋
　・木造家屋及び非木造家屋の区分に従い、各個の 　高松市と同じ。
　　家屋について部分別に評点数を付設し、当該評
　　点数を一点当たりの価額に乗じて算出する方法
償却資産 償却資産
　・取得価額又は期末帳簿価額を基礎として、耐用 　高松市と同じ。
　　年数に応じた減価残存率を乗じて評価額を求め
　　る方式
　第１期　　４月１日から４月３０日まで 　第１期　　５月１日から５月３１日まで
　第２期　　７月１日から７月３１日まで 　第２期　　７月１日から７月３１日まで
　第３期　　９月１日から９月３０日まで 　第３期　　９月１日から９月３０日まで
　第４期　　１１月１日から１１月３０日まで 　第４期　　１１月１日から１１月３０日まで

　第１期の納期が異なっている。

３　税率

問　　題　　点　　・　　課　　題

２　課税標準

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ９　地方税の取扱い 部　 会 　名 企画財政

分　　　　類 固定資産税

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　川　　　　　　　町

４　免税点

６　納期

５　評価方法

　高松市の制度に統一する。
　ただし、納期については、合併年度は現
行のとおりとし、合併年度の翌年度から高
松市の制度に統一する。

調　　　　　　整　　　　　　案

対　　　　　　応　　　　　　策
　納期については、合併年度は現行のとお
りとし、合併年度の翌年度から高松市の制
度に統一する。
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　賦課期日現在の原動機付自転車、軽自動車、小 　高松市と同じ。
型特殊自動車（農耕作業用等）、２輪の小型自動車
の所有者。
　ただし、所有権留保による割賦販売の場合は、同
車両の使用者。

２　税率 ・標準税率（５０ｃｃ以下、ミニカー） ・標準税率（全ての車種）
・制限税率（上記以外の車種）

税率（年額） 税率（年額）
５０ｃｃ以下 　１，０００円 ５０ｃｃ以下 　１，０００円
５０ｃｃを超え９０ｃｃ以下 　１，３００円 ５０ｃｃを超え９０ｃｃ以下 　１，２００円
９０ｃｃを超え１２５ｃｃ以下 　１，７００円 ９０ｃｃを超え１２５ｃｃ以下　１，６００円
ミニカー 　２，５００円 ミニカー 　２，５００円
２輪 　２，６００円 ２輪 　２，４００円
３輪 　３，４００円 ３輪 　３，１００円

乗用営業用 　６，２００円 乗用営業用 　５，５００円
乗用自家用 　７，８００円 乗用自家用 　７，２００円
貨物営業用 　３，４００円 貨物営業用 　３，０００円
貨物自家用 　４，３００円 貨物自家用 　４，０００円

専ら雪上を走行するもの 　２，６００円 専ら雪上を走行するもの　２，４００円
農耕作業用のもの 　１，７００円 農耕作業用のもの 　１，６００円
その他のもの 　５，１００円 その他のもの 　４，７００円

　４月１日 　高松市と同じ。

　５月１日から５月３１日まで 　４月１日から４月３０日まで

２輪の小
型自動車

２５０ｃｃを超えるもの

小型特殊
自動車

２輪の小
型自動車

４　納期

調　　　　　　整　　　　　　案

軽自動車
４輪以上

小型特殊
自動車

　４，０００円　４，３００円

３　賦課期日

　高松市の制度に統一する。
　ただし、
　・税率については、合併年度及びこれに
　続く３年度に限り、不均一課税を実施す
　る。
　・納期については、合併年度は現行のと
　おりとし、合併年度の翌年度から高松市
　の制度に統一する。

４輪以上

・税率が異なっている。
・納期が異なっている。

問　　題　　点　　・　　課　　題

２５０ｃｃを超えるもの

１　納税義務者

対　　　　　　応　　　　　　策

原動機付
自転車

車　　　　　　　　　種

・香川町地域の税率については、合併年
度及びこれに続く３年度に限り、現行のと
おりとする。
・納期については、合併年度は現行のとお
りとし、合併年度の翌年度から高松市の制
度に統一する。

原動機付
自転車

軽自動車

車　　　　　　　　　種

分　　　　類 軽自動車税

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　川　　　　　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ９　地方税の取扱い 部　 会 　名 企画財政
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　市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこの製 　高松市と同じ。
造者、特定販売業者又は卸売販売業者

　売り渡し本数 　高松市と同じ。

　高松市と同じ。

　当月の売り渡し分について、翌月末日まで 　高松市と同じ。

　高松市の制度に統一する。
調　　　　　　整　　　　　　案

３　税率

４　申告納付期限

　・１，０００本につき２，９７７円
　・旧３級品（エコー、わかば、しんせい等）について
は、１，０００本につき１，４１２円

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ９　地方税の取扱い 部　 会 　名 企画財政

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

分　　　　類 市・町たばこ税

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　川　　　　　　　町

１　納税義務者

２　課税標準
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・１月１日において基準面積（５，０００㎡）以上の土地 　高松市と同じ。
　を所有する者（保有）
・１月１日又は７月１日前１年間に基準面積以上の土
　地を取得した者（取得）
※１月１日において当該土地の取得をした日以後１０
　年を経過したものについては適用しない。
・土地の取得価額 　高松市と同じ。

・土地の保有に係るもの　　１００分の１．４ 　高松市と同じ。
・土地の取得に係るもの　　１００分の３

保有分 　高松市と同じ。
　・土地の取得価額×税率－その土地の固定資産
　　税額相当額
取得分
　・土地の取得価額×税率－その土地の不動産取
　　得税額相当額
　５，０００㎡未満 　高松市と同じ。

・土地の保有に係るもの　　５月３１日 　高松市と同じ。
・土地の取得に係るもの
　　１月１日前１年以内の取得者　　２月末日
　　７月１日前１年以内の取得者　　８月３１日

　高松市と同じ。　平成１５年度税制改正により、１５年度以降保有分
及び取得分とも、新たな課税は実施しないこととされ
た。
　ただし、今回の課税凍結に伴い、現在、非課税、特
例譲渡又は免除土地予定地として、徴収猶予中の
納税義務者については、免除されない。

高　　　　　　　松　　　　　　　市

２　課税標準

３　税率

４　税額

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
香　　　　　　　川　　　　　　　町

調　　　　　　整　　　　　　案

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

１　納税義務者

５　免税点

項　　　　目

　高松市の制度に統一する。

参　　考

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ９　地方税の取扱い 部　 会 　名 企画財政

６　申告期限

分　　　　類 特別土地保有税
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　鉱泉浴場における入湯客 　高松市と同じ。
　　（特別徴収義務者：鉱泉浴場の経営者）

　
　入湯客１人１日につき１５０円（標準税率） 　入湯客１人１日につき１００円

　高松市と同じ。

　高松市と同じ。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ９　地方税の取扱い 部　 会 　名 企画財政

分　　　　類 入湯税

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　川　　　　　　　町

１　納税義務者

２　税率

４　申告等

３　課税免除

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

　税率が異なっている。

　香川町地域の税率については、合併年
度及びこれに続く３年度に限り、現行のと
おりとする。

　特別徴収義務者が、毎月分を翌月１５日までに申
告・納入

・小学生以下の者又は年齢１２歳未満の者
・一般公衆浴場又は共同浴場に入湯する者
・利用料金が１，０００円以下の鉱泉浴場施設に日帰り
で入湯する者
・学校が行う修学旅行その他の行事に参加している者
・前各号に掲げる者のほか、公益上の理由により市長
が特に認める者

　高松市の制度に統一する。
　ただし、合併年度及びこれに続く３年度
に限り、不均一課税を実施する。

調　　　　　　整　　　　　　案
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・市内の事業所等において事業を行う法人又は個人 　該当なし。
　 ……資産割、従業者割

　
・資産割
　 ……事業所床面積
・従業者割

……従業者給与総額

・資産割
……１㎡につき６００円

・従業者割
……従業者給与総額の１００分の０．２５

・資産割
……事業所床面積１，０００㎡以下

・従業者割
……従業者数１００人以下

・法人
……事業年度終了の日から２月以内

・個人
……翌年の３月１５日まで

高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　川　　　　　　　町

調　　　　　　整　　　　　　案

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

　高松市の制度に統一した場合、香川町
には新しい課税となる。

　香川町地域の事業所税については、合
併年度及びこれに続く５年度に限り、現行
のとおりとする。

１　納税義務者

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ９　地方税の取扱い 部　 会 　名 企画財政

分　　　　類 事業所税

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目

　高松市の制度に統一する。
　ただし、合併年度及びこれに続く５年度
に限り、課税を免除する。

２　課税標準

３　税率

４　免税点

５　申告納付
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①報奨金 ①報奨金
　 納期前に納付した税額×０．５／１００×納期前 　 納期前に納付した税額×１／１００×納期前の

の月数 月数
②前納時期 ②前納時期
　 第１期の納期の末日まで 固定資産税は、前期と後期
③交付限度額 前期５月１６日、後期５月３１日

各期ごとの税額が１０万円まで 住民税は、前期と後期
④適用税目 前期６月１６日、後期６月３０日

市・県民税（普通徴収）、固定資産税（土地・家 ③高松市と同じ。
屋・償却資産）

④高松市と同じ。
※平成１７年度から廃止する。

　金融機関と郵便局で可能 　高松市と同じ。

　高松市（納税課）において実施 　徴収困難なものは、木田香川滞納整理組合に委託
　 している。

　高松市の制度に統一する。
　ただし、香川町に係る納期前納付に対す
る報奨金については、合併年度は現行のと
おりとし、固定資産税に係る報奨金につい
ては、合併年度の翌年度から３年度に限り、
廃止前の高松市の制度を適用する。

・固定資産税に係る報奨金については、合
併年度は現行のとおりとし、合併年度の翌
年度から３年度に限り、廃止前の高松市の
制度を適用する。
・住民税に係る報奨金については、合併年
度は現行のとおりとし、合併年度の翌年度
から廃止する。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ９　地方税の取扱い 部　 会 　名 企画財政

分　　　　類 納税関係

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　川　　　　　　　町

調　　　　　　整　　　　　　案

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

２　口座振替制度

３　滞納処分

１　納期前納付に
　　対する報奨金

　高松市では，平成１７年度から報奨金制
度を廃止することとなっている。
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協議第１８号資料 
 
 
 

「「電電算算シシスステテムム事事業業ににつついいてて」」にに関関すするる資資料料  

 
 
 

 シ ス テ ム の 種 類 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １８ 

 庁 内 Ｌ Ａ Ｎ の 状 況 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １９ 
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人事管理※ ごみ収集ステーション管理※ 財務会計※ 給与システム※
指定統計 粗大ごみ受付※ 例規検索※ 総合行政ネットワーク
例規集検索※ 中小企業勤労者福祉共済 税システム※ 固定資産管理※
市民意識調査 水田情報管理※ 住民情報 戸籍電算総合※
財務管理 法定外公共物譲与（管理）※情報ネットワーク
公用自動車管理※ 建築設計（ＣＡＤ）※ ｾｷｭﾘﾃｨﾊﾟｯﾁ配布管理
墓園管理※ 土木積算※ 住民基本台帳ネットワーク※
住民記録 屋外広告物管理※ 国民年金資格照会(町単独)※
住基ネットワーク 道路台帳図図面管理※ 国保高額療養費支給管理※
法人市民税 市営住宅管理 国民年金資格照会(社保庁)※
固定資産税（土地，家屋） 下水道管理 公的個人認証サービス
固定資産税（償却資産） 浄化槽登録管理※ 畜犬登録原簿管理※
家屋評価※ 自動出動(消防)※ 水道システム※
軽自動車税 画像伝送(消防)※ 下水道 台帳※
市県民税 上水道料金調定※ 下水道 受益者負担金※
事業所税 配水コントロール※ 下水道 ﾏﾝﾎｰﾙ・ﾎﾟﾝﾌﾟ監視※
収納管理 図面管理（水道）※ 水田情報管理※
国民年金 学事情報 地域福祉カード※
国民健康保険 公共施設利用総合情報 介護保険※ 福祉医療※
福祉医療 図書館管理※ 老人医療※ 保育システム※
介護保険 図書館蔵書検索※ 給食システム※ 児童手当※
児童手当※ 農地基本台帳管理 障害者福祉※
児童扶養手当（+特児）※ 高額医療費支給管理※
保育料※ 不在者投票管理※ 学校給食栄養計算※
母子寡婦福祉金 会議録検索※ 総合体育館施設管理※
障害者福祉 在宅介護支援※
支援費※ 全て直営 訪問看護※
高齢者福祉 （※＝業務主管課導入） 医療事務※
生活保護※ 財務・給与※
予防接種※ ホームページメンテナンス※
市民病院院内医療情報※
自動車騒音面的評価※ 全て直営（※＝業務主管課導入）

問　　題　　点　　・　　課　　題
・各種事務事業の統合協議により、シ
ステムの改修が必要になる。
・高松市のシステムと香川町の対応す
るシステムとの間に互換性がない。
・戸籍電算総合システム等、香川町の
システムで高松市側に対応するシステ
ムがないものがある。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２　電算システム事業 部　 会 　名 総　　　　務

１　システムの種類
及び処理方法
（Microsoft Excel
等のＯＡソフトウェ
アを活用している
ものを除く）

分　　　　類 システムの種類

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　川　　　　　　　町

　高松市の電算システムに統合する。
　統合に当たっては、合併時の稼動を
目途とするが、当初から統合を必要と
しないものについては、住民サービス
の低下を招かないよう、運用等におい
て適切に調整するものとする。
　ただし、高松市にないシステムにつ
いては、香川町のシステムに必要な改
修を加え使用する。

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

・各種事務事業の統合協議内容に合わ
せ、必要なシステム改修を行う。
・香川町のシステムが保有している
データを高松市側のシステムに取り込
めるよう変換する。
・香川町のシステムのうち、高松市に
対応するシステムがないものは必要な
改修を加え使用する中で、今後の活用
について検討する。
・当初からの統合を必要としないもの
については、運用面で対応する。

委託：
事業者の施設
に機器を設置
し、庁舎と回
線で接続し運
用しているも
の
直営：
庁舎内に機器
を設置し運用
しているもの
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１　接続拠点

　高松市の庁内ＬAＮに統合する。

３　PC(端末)台数 住民情報系 住民情報系

住民記録専用　20台 ＣＳ端末 9台(専用ＬＡＮ) 　住記：2台　ＣＳ：2台　住記ＣＳ兼用：1台　戸籍：2台

内部情報系 情報ネットワーク系

LAN接続 2079台（本庁内1236台，庁舎外843台） 　118台 (本庁内：79台  庁舎外：39台)

財務会計2079台とも使用可能 業務系

上記のうち財務含む業務系専用端末　47台 　101台 (本庁内：77台  庁舎外：24台)

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　川　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

分　　　　類 庁内LANの状況

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２　電算システム事業 部　 会 　名 総　　　　務

・別々のネットワークであり、運用管理の体
系が異なる。
・インターネット等の外部ネットワークへは、
それぞれ別に接続している。
・別々のネットワークを統合する場合、情報
セキュリティ面で問題が生じやすい。
・香川町では、基幹系ＬAＮと情報系ＬAＮを
物理的に分けているのに対し、高松市は同
一ＬAＮ上で構築しており、セキュリティ対策
の手法も異なっている。

・香川町の全庁ＬAＮを高松市の全庁ＬAＮ
に統合する。
・外部への接続は、現在、高松市が接続し
ている回線に統合する。
・統合に当っては、セキュリティ対策に万全
を期する。

２　住民情報系
　と内部情報系
　の分割

　なし 　あり

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

本庁舎
　基　幹：有線100M/bps、
　フロア：光無線（一部有線）10M/bps
出先（施設内は有線、水道局のみ無線）
　無線（３か所）
　　水道局（11M/bps）
　　女木出張所、女木診療所（150k/bps）
　有線放送専用回線1.2M/bps（１か所）
　　消防局（北消防署を含む)
　ＳＴＮＥＴ専用回線64k/bps～10M/bps(１２４か所)
　（平成１７年度末には一部を除き10M/bps）
　　生涯学習センター，図書館，文化センター，美術
　　館，高松第一高等学校，競輪局，中央卸売市
　　場，市民病院，市民サービスセンター，女性セン
　　ター，ボランティア・市民活動センター，玉藻公
　　園，斎場公園，保健所，保健センター，下水道施
　　設課，衛生処理センター，西部クリーンセンタ
　　ー，支所・出張所２０か所，公民館（単独）１９
　　か所，保育所３０か所，消防局出先１１か所，水
　　道局出先４か所，高松テルサ他２１か所
　ＮＴＴダイアル回線64k/bps（８２箇所）
　　小学校４１か所，中学校１８か所，幼稚園１８か
　　所，南部広域清掃センター他４か所
外部接続
　インターネット
　住民基本台帳ネットワーク
　総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）

本庁舎
　基幹LANは、メインスイッチから各階のフロアス
イッチまで光ファイバー１G/bpsを敷設、支線LAN
は、フロアスイッチから各島スイッチまでＴＰケー
ブル100M/bpsを敷設している。
出先機関（施設内は有線）
①本庁とさわやかセンター・香川病院間は、光ファ
イバー100M/bps約２kmを敷設
②さわやかセンターを起点として、給食センター・
香川第一中学校・総合体育館・大野公民館・浅野公
民館・大野小学校・浅野小学校・大野幼稚園・浅野
幼稚園・第一保育所・第二保育所・第五保育所・大
野児童クラブ・浅野児童館の１４ヶ所には、無線
ＬＡＮ11M/bpsを設置している。
③本庁を起点として、川東小学校・川東公民館・川
東幼稚園・第四保育所・第六保育所・川東児童館の
６ヶ所には、無線ＬＡＮ11M/bpsを設置している。
④本庁を起点として、環境センター・東谷公民館の
２ヶ所には、ＮＴＴのＡＤＳＬ回線8M/bpsを使用し
ている。
⑤本庁と総合体育館内の社会教育課間（業務系）
は、ＮＴＴのデジタルアクセス128ｋ/bpsを使用して
いる。
外部接続
　インターネット
　住民基本台帳ネットワーク
　総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）
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協議第１９号資料 
 
 
 

「「病病院院事事業業ににつついいてて」」にに関関すするる資資料料  

 
 
 

 管 理 運 営 等 の 概 要 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２１ 

 診 療 内 容 等 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２２ 

 予 算 ・ 決 算 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２３ 

 指 定 等 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２４ 
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１　管理運営 　地方自治法による自治体病院として、地方公営企 　国民健康保険診療施設として、国保病院事業特別
業法の適用により運営 会計により、地方公営企業法の適用により運営

２　所在地 　高松市宮脇町２丁目３６番１号 　香川郡香川町大字浅野１２６０番地

３　敷地面積

４　建築年月日 （本　 館） （管理棟）
（診療棟） （診療棟・給食棟）
（東別館）

５　建物構造 　鉄筋コンクリート　地下１階　地上１２階

６　延建築面積

７　職員数 平成１６年３月３１日現在 平成１６年３月３１日現在
正規　　 人 うち医師　　４４人 正規　　 人 うち医師　　　９人
非常勤　 人 うち医師　　　５人 非常勤　 人 うち医師　　　２７人

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

　両病院の設置根拠（自治体病院、国民健
康保険診療施設）が異なる。

　６，８０１．３５　　㎡

昭和３９年１２月

４３
調　　　　　　整　　　　　　案

　５，４４９．３１　㎡

８５

・高松市民病院と香川病院については、地
方公営企業法一部適用病院として、それぞ
れ独立して運営する。
・市立病院が２箇所となることから、これを統
括する部署の設置により運営するものとし、
管理運営体制等については、合併時まで
に調整するものとする。

　香川病院については、国民健康保険法
による国民健康保険診療施設として、高松
市に引き継ぐものとする。

昭和４９年３月
昭和５４年３月 （本館・給食棟・南棟・北棟・機械

棟）

　鉄筋コンクリート　地下１階（１部）　地上３階　一部４
階

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１２　病院事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

分　　　　類 管理運営等の概要

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　川　　　　　　　町

４０４
６４

　２１，９８３．１６　　㎡

　２５，１６０．３５　㎡

昭和５５年１１月
平成元年１０月

昭和４８年 ５月
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１　病床数 　４７０床 　１２６床
394  床 126  床
70  床
6  床

２　診療科目

３　外来患者数 延外来患者数 人 延外来患者数 人
　（平成１５年度） １日当りの患者数 人 １日当りの患者数 人

４　入院患者数 延入院患者数 人 延入院患者数 人
　（平成１５年度） １日当りの入院患者数 人 １日当りの入院患者数 人

　両病院の現状のとおりとする。

精神病床　 ：
感染症病床：

調　　　　　　整　　　　　　案

130,804
357

　内科、精神科、神経科、呼吸器科、消化器科、循
環器科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、皮
膚科、泌尿器科、産科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉
科、リハビリテーション科、放射線科、歯科、麻酔科
　合計　２０ 診療科

198,466
807

　高松市民病院は、平均在院日数２１日以
内の急性期病院としての医療を行っている
が、香川病院は、平均在院日数２８日以内
の中等度の急性期病院の医療を行ってお
り、機能及び規模等に差異がある。

　両病院の特性を生かした医療を実施する
ものとする。

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　川　　　　　　　町

一般病床　 ： 一般病床　 ：

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１２　病院事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

分　　　　類 診療内容等

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

　　内科、小児科、外科、整形外科、眼科、耳鼻咽喉
科

  合計　６ 診療科

68

81,895
278

24,868
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１　平成１５年度 収益的収支 収益的収支
　　決算 （収入）　　６，２６２，９３４ 千円 （収入）　１，２１０，４８６ 千円

（支出）　　６，６３７，２８８ 千円 （支出）　１，３３０，５１０ 千円
（一般会計からの繰入額） ６７０，４４９ 千円 （一般会計からの繰入額） ６５，６２８ 千円

資本的収支 資本的収支
（収入）　　　　４５８，０４２ 千円 （収入） ２２４，８５０ 千円
（支出）　　　　５７５，８２１ 千円 （支出） ２６９，４１９ 千円
（一般会計からの繰入額） ２２３，１４２ 千円 （一般会計からの繰入額） ６７，０５０ 千円

２　平成１６年度 収益的収支 収益的収支
　　予算 （収入）　　６，７２３，８８０ 千円 （収入） １，４８９，９７０ 千円

（支出）　　６，７２３，０７１ 千円 （支出） １，４８７，３１９ 千円
（一般会計からの繰入額） ６６９，２９０ 千円 （一般会計からの繰入額） ３５，０９９ 千円

資本的収支 資本的収支
（収入）　　　　４０８，０７５ 千円 （収入）　　　２８９，９０１ 千円
（支出）　　　　５１７，１３８ 千円 （支出）  　　３７２，８８２ 千円
（一般会計からの繰入額） ２１８，０２５ 千円 （一般会計からの繰入額） ５９，９０１千円

３　運営形態

・両病院は、地方公営企業法の一部適用
病院であるが、香川病院については、国民
健康保険法による診療施設であるため、両
病院の、運営形態に差異がある。
・地方公営企業法では、病院事業は一地方
公共団体につき一つであり、会計も一つと
する必要がある。

・運営形態については、両病院の現状のと
おりとし病院事業として会計を一つとする。
・予算・決算については、病院ごとに作成
し、一つの病院事業会計とする。

　予算・決算については、病院ごとに作成
し、一つの病院事業会計とする。

 地方公営企業法の一部適用病院であり、国民健康
保険法の診療施設として運営している。

　地方公営企業法の一部適用病院として運営してい
る。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１２　病院事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 予算・決算

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　川　　　　　　　町
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１　主な指定 ①　保険医療機関 ①　保険医療機関  指定等に差異がある。
②　健康保険病院 ②　健康保険病院
③　国民健康保険病院 ③　国民健康保険病院
④　労災保険指定病院 ④　労災保険指定病院
⑤　生活保護法指定病院 ⑤　生活保護法指定病院
⑥　更生医療指定病院 ⑥　更生医療指定病院
⑦　養育医療指定病院 ⑦  原爆医療指定病院
⑧　原爆医療指定病院 ⑧　結核予防法指定病院
⑨　結核予防法指定病院 ⑨　救急告示病院
⑩　救急告示病院
⑪　母体保護法指定医病院
⑫　精神保健指定医病院
⑬　広域救護病院

２　主な施設基準 ①　一般病棟入院基本料Ⅰ群－１ ①　一般病棟入院基本料Ⅰ群－３
②　精神病棟入院基本料３
③　特別入院基本料２（感染症病床）

　指定等は病院ごとに届け出ることとなって
おり、両病院の規模及び特性を考慮し、現
状のとおりとする。

指定等

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　川　　　　　　　町

　両病院の指定等については、現状のとお
りとする。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１２　病院事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類

 


